
主              由
被告人Ｂを懲役２年に，同Ｃを懲役１年６月にそれぞれ処する。
被告人両名に対し，この裁判確定の日から３年間それぞれの刑の執行を猶予
する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理              由
（犯罪事実）

被告人Ｂは，平成７年４月２６日から同１２年１１月１１日までの間，愛知県Ａ郡Ａ町の
町長として，同町を統括し，これを代表していたもの，被告人Ｃは，同７年６月１７日から
同１２年１１月１１日までの間，同町助役として，町長を補佐し，その補助機関たる職員
の担任する事務を監督していたものであり，いずれも，Ａ町が事業者に補助金を交付す
るに当たっては，Ａ町補助金交付要綱等の定めを遵守し，当該申請に係る補助金の交
付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか，補助事業の目的及び内容が
適正であるかどうか等を調査した上で補助金を交付すべき任務を有していたものである
が，被告人両名は，
第１　愛知県Ａ郡Ａ町所在のＤ組合の代表理事を務めるとともに，同組合を含む同町内

の８漁業協同組合で構成される任意団体であるＡ町Ｅ連合会（以下，「Ｅ連合会」と
いう。）の会長を務めていた分離前の相被告人Ｆ及びＡ町農業水産課長Ｇらと共謀
の上，自己及びＥ連合会の利益を図る目的で，平成８年６月７日ころ，Ｅ連合会が
総事業費３０００万円でアサリ種貝放流事業を実施するので同事業に対し平成８年
度アサリ種貝放流事業補助金１０００万円を交付されたい旨の内容虚偽の補助金
交付申請書をＡ町に提出させ，さらに，同月２７日ころ，Ｅ連合会が総事業費３１０４
万５８７５円のアサリ種貝放流事業を実施した旨の内容虚偽の平成８年度アサリ種
貝放流事業実績報告書をＡ町に提出させるなどし，同年７月４日ころ，愛知県Ａ郡Ａ
町所在のＡ町役場において，アサリ種貝放流事業補助金１０００万円の精算払支
出決定を行い，よって，同月９日，情を知らない同町職員をして，同町の指定金融
機関に開設したＡ町収入役名義の普通預金口座から，同支店に開設した同名義の
当座預金口座，Ｈ組合連合会本所に開設したＤ組合名義の普通貯金口座を経由し
て，前記Ｄ組合に開設したＡ町Ｅ連合会名義の普通貯金口座に１０００万円を振替
入金し，もって，Ａ町に，Ｅ連合会の放流実績に基づき正当に交付し得べき補助金
２０４万２５２８円との差額７９５万７４７２円相当の財産上の損害を与えた。

第２　前記Ｆ及びＡ町農業水産課長Ｉらと共謀の上，自己及びＥ連合会の利益を図る目
的で，平成９年４月１６日ころ，Ｅ連合会が総事業費３４００万円で平成９年度アサリ
種貝放流事業を実施するので同事業に対しアサリ種貝放流事業補助金１２００万
円を交付されたい旨の内容虚偽の補助金交付申請書をＡ町に提出させるなどし，
真実は，Ｅ連合会において同交付申請書の事業計画どおりにアサリ種貝放流事業
を実施する可能性がないことを知りながら，かつ，後日，適正に精算手続をする意
思がないのに，同年５月２日ころ，前記Ａ町役場において，アサリ種貝放流事業補
助金１２００万円の概算払支出決定を行い，よって，同月２０日，情を知らない同町
職員をして，前同様の方法で，前記Ｄ組合に開設したＡ町Ｅ連合会名義の普通貯
金口座に１２００万円を振替入金し，さらに，同１０年３月２６日ころ，Ｅ連合会が総
事業費３１８０万８４６４円のアサリ種貝放流事業を実施した旨の内容虚偽の平成９
年度アサリ種貝放流事業実績報告書をＡ町に提出させるなどし，同月３１日，Ａ町
役場において，精算額が支出済額と同額であるとする精算手続を実施し，もって，
Ａ町に，Ｅ連合会の放流実績に基づき正当に交付し得べき補助金５２８万４４２８円
との差額６７１万５５７２円相当の財産上の損害を与えた。

第３　前記Ｆ，Ａ町地域振興部長Ｊ及び同部産業振興課長Ｋらと共謀の上，自己及びＥ
連合会の利益を図る目的で，平成１０年６月１１日ころ，Ｅ連合会が総事業費３３００
万円で平成１０年度アサリ種貝放流事業を実施するので同事業に対しアサリ種貝
放流事業補助金１２００万円を交付されたい旨の内容虚偽の補助金交付申請書を
Ａ町に提出させるなどし，真実は，Ｅ連合会において同交付申請書の事業計画どお
りにアサリ種貝放流事業を実施する可能性がないことを知りながら，かつ，後日，
適正に精算手続をする意思がないのに，同月２９日ころ，前記Ａ町役場において，
アサリ種貝放流事業補助金１２００万円の概算払支出決定を行い，よって，同年７
月６日，情を知らない同町職員をして，前同様の方法で，前記Ｄ組合に開設したＡ
町Ｅ連合会名義の普通貯金口座に１２００万円を振替入金し，さらに，Ｅ連合会がア
サリ種貝の放流事業を全く実施していないことを知りながら，同年１１月１８日ころ，
Ｅ連合会が総事業費３２２５万１２００円のアサリ種貝放流事業を実施した旨の内容



虚偽の平成１０年度アサリ種貝放流事業実績報告書をＡ町に提出させるなどし，同
月２５日，右Ａ町役場において，精算額が支出済額と同額であるとする精算手続を
実施し，もって，Ａ町に，補助金額全額である１２００万円相当の財産上の損害を与
えた。

（証拠）
（補足説明）
第１　弁護人は，損害の算定について，補助率は歳出予算見積の算出根拠にすぎず，

町長は，予算の範囲内という制約は受けるが，自らの裁量によって補助率を決定，
変更できる以上，補助金の交付に当たって補助率の拘束を受けるものではないか
ら，Ａ町の損害は，Ｅ連合会に交付した補助金額から，補助金交付可能な期間内
に実施した放流に伴う経費の金額を差し引いた額である１５８７万円余りにとどまる
旨主張するので，判示のとおり認定した理由について補足して説明する。

第２　関係証拠によると，Ａ町においては，平成１２年３月３１日に，Ａ町補助金等交付規
則が公布されるまでは，補助率について明文で明らかにした規定等はなく，補助金
の交付に関し必要な事項を定めたＡ町補助金交付要綱（訓令）の２条には，「補助
金の種類，採択基準，補助率及び補助額は，別表のとおりとする」と定められてい
たが，別表の補助率又は補助額の欄には「予算の範囲内」と記載されているにす
ぎなかったことが認められる（甲４９，５０）。

したがって，上記交付要綱の規定上は，町長に補助率の決定，変更につき一定
程度の裁量があったことは，弁護人主張のとおりである。

ところで，地方公共団体の補助金は，元来，事業者等が行う事業等の経費のう
ち一部又は一定割合につき地方公共団体が予算から補助するものであるところ，
関係証拠によれば，Ａ町においても，その経費のうちどの程度の割合を町が負担
するかについては，その事業の公共性・公益性等の政策目的に応じて一定の補助
率を定め，これに基づいて予算を策定し，この補助率に従って予算を執行していた
ことが認められるのであって，町長，助役以下職員はこの補助率を当然の前提とし
て補助金の交付手続を行い，また，補助金を受ける当該事業者もこの補助率を前
提に補助金の交付申請を行っていた。

すなわち，被告人両名及び町職員その他関係人が，いずれも捜査段階におい
て，一連のアサリ稚貝放流事業の補助金の申請，交付手続において，３分の１な
いし２分の１という補助率の存在を前提として各種の手続を行っていた旨の供述を
しており，このことは上記申請，交付に関する書類の記載からも明らかである。

そうすると，上記交付要綱の規定上は，前述のとおり補助率の決定，変更につき
町長に一定程度の裁量があったとしても，予算の策定段階において上記の補助率
を前提とし，現実の補助金交付の段階において，上記補助率を前提とした事務処
理が行われていたのであるから，事後的に，上記の補助率に全く拘束されないとし
て，予算の範囲内の補助金交付の全部が町長の裁量の範囲内で，適正であったと
するのは困難である（被告人Ｃも，公判廷において，補助率を無視して補助金を交
付することについて，「それは本来してはいけないことだと思います。」と供述してい
る。）。

第３　以上のように，補助金の性質，Ａ町における実務の運用，本件補助金交付に至る
経緯等に鑑みると，本件の損害の算定において，補助率は単なる歳出予算見積の
算出根拠にすぎないという見解は採用することはできない。そして，町長は，補助
金交付段階において，前記の補助率に従って適正に補助金を交付すべき任務を
有していたというべきであるから，公訴事実記載のとおり，平成８年度から平成１０
年度までの各年度にＥ連合会に交付した補助金額から，補助金交付可能な期間内
に実施した放流実績に基づき補助率を基準に算出した金額を差し引いた額が，Ａ
町の損害となる。

（適用法令）
（被告人両名につき）

罰　　　　　　条
第１ないし第３の各犯行につき

いずれも刑法６０条，２４７条
刑種の選択　　懲役刑
併合罪の処理　　刑法４５条前段，４７条本文，１０条（犯情の最も重い第３の罪の刑

に法定の加重）
刑の執行猶予　　刑法２５条１項（３年間）
訴　訟　費　用　　刑事訴訟法１８１条１項本文，１８２条（連帯負担）



（量刑の事情）
１　本件は，愛知県Ａ郡Ａ町の町長の地位にあった被告人Ｂ及び同町の助役の地位に

あった被告人Ｃが，Ｆ及び同町農業水産課の幹部職員らと共謀の上，平成８年から同
１０年にかけて，Ｆが会長を務めてアサリ稚貝放流事業等を営んでいた８つの漁業協
同組合で構成される任意団体（Ｅ連合会）に対して，不正に補助金合計３４００万円を
交付し，Ａ町に合計２６６７万円余りの損害を与えたという背任の事案である。

２　犯行に至る経緯及び動機について
被告人Ｂは，町政のトップの地位にあった者であり，被告人Ｃは，町長を補佐する

事務方の責任者という地位にあった者であるが，Ａ町の漁業界に長年にわたり強大
な権力を持ち，Ｄ組合長，Ｘ連合会Ａ支部長の肩書を有するほか，Ｅ連合会を意のま
まに操っていたＦ会長からの不正な要求について，その都度，部下の農業水産課の
幹部職員から報告と相談を受けていたにもかかわらず，毅然としてはねつけることを
せず，その要求に従って不正に補助金を交付していたものである。被告人両名は，Ｆ
会長の要求を拒絶すれば，Ａ町の水産行政や観光行政に漁業界からの協力が得ら
れず，円滑な町政運営が困難となり，ひいては自己の地位を失うおそれがあったた
め，自己保身及びＥ連合会の利益を図る目的で，その任務に違背し，不正な支出を
容認していたものであって，その自己中心的な動機については酌量の余地はない。

３　犯行態様について
本件犯行は，被告人両名及び農業水産課の幹部職員らが一体となって，Ｆ会長の

要求に沿うように，架空の事業費を算出して内容虚偽の補助金交付申請書を起案し
たり，内容虚偽の実績報告書等の書類を作成するなどして不正が発覚しないような
手だてを講じた上で，これを被告人両名が決裁してＥ連合会に対し多額の補助金を
交付しているものであり，組織的かつ計画的な犯行である。

４　犯行の結果及び社会的影響について
本件犯行による損害額は，合計２６６７万円余りにのぼり，それ自体多額である。ま

た，Ｆの要求を受け入れると共に同人との癒着を深め，公正であるべき補助金行政を
組織的にねじ曲げていたという実体が明らかとなったことから，Ａ町民を含め，地域社
会に与えた衝撃も大きく，その社会的影響も無視できない。

５　個別事情について
被告人Ｂは，Ａ町長として，部下である職員らを指揮監督して，適正な行政運営を

行うべき地位にあったにもかかわらず，前記のとおり，本件補助金交付の問題点を十
分に知りながらその任務に違背し，職員を巻き込み，本件犯行に及んでいるのであっ
て，被告人Ｂの果たした役割は重大であって，その任務違背の責任は共犯者中最も
重い。

被告人Ｃは，Ａ町の助役として町長を補佐すべき地位にありながら，部下の担当職
員に対して適切な指導をすることなく，被告人Ｂに追従して本件犯行に加担したもの
であって，被告人Ｃの果たした役割は大きく，その任務違背の責任は被告人Ｂに次い
で重い。

６　他方，被告人両名には，以下のような有利な又は酌むべき事情も認められる。
すなわち，本件犯行は，ＦのＡ町漁業界における強大な権力及びその執拗な補助

金交付要求に端を発しており，被告人両名は直接の金銭的な利益を得てはいない。
そして，本件発覚後，被告人両名は，Ａ町の町政を混乱させＡ町及び町民に多大

の迷惑をかけたことを謝罪すると共にそれぞれの地位を辞職した上，Ａ町の受けた損
害について，Ａ町との和解契約に基づき，被告人Ｂが８００万円余り，被告人Ｃが５３３
万円余りの合計１３３３万円余りを支払うなど弁償に努め，Ａ町においても，被告人両
名を宥恕している。

また，被告人両名は，概ね本件犯行を認め，反省の態度を示している。しかも，被
告人両名には，前科前歴がなく，既に一定程度の社会的制裁を受けている。

さらに，被告人Ｂは，２４年にわたりＡ町議会議員を務め，５年６か月にわたりＡ町
の町長の地位にあったもので，町政に長年にわたりそれなりの貢献してきたことは否
定できない上，７５歳と高齢であり，心臓病の持病がある。

他方，被告人Ｃも，４０年以上にわたりＡ町の職員及び助役として町長を補佐する
など真面目に勤務してきたものである。

７　そこで，これら被告人両名に有利不利な一切の事情を総合考慮して，被告人両名に
対し，主文のとおり刑を定め，今回はいずれも刑の執行を猶予する。

（検察官，弁護人各出席）
（求刑　被告人Ｂにつき懲役２年，被告人Ｃにつき懲役１年６月）   

平成１３年１０月１２日
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